
 

共 通 仕 様 書 

 

１ 件  名      ひまわりの郷設備総合保守点検 

 

２ 委託期間      令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 委託場所      草加市柿木町１１０４番地 

            草加市障害者グループホームひまわりの郷 

 

４ 支払方法      各業務別の仕様書による 

 

５ 適用範囲 

   本仕様書は、設備保守点検業務に関する共通事項を定めたものであり、業務実施に 

あたっては、各々の業務内容の項目に従って、業務別に仕様書を定める。各業務別の 

仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。 

 

６ 委託内容 

(1) 自家用電気工作物保守点検業務 

(2) 消防設備保守点検業務 

(3) 空調設備保守点検業務 

(4) ガス給湯器保守点検業務 

  (5) 自動ドア保守点検業務 

 

７ 用語の定義 

(1) 業務責任者とは、本業務について責任を有する受託者の職員をいう。 

(2) 業務担当者とは、本業務に従事する受託者の職員をいう。 

(3) 業務従事者とは、業務責任者及び業務担当者をいう。 

 

８ 受託者の服務 

(1) 法令等の遵守 

   受託業務の実施にあたっては、関係諸法令及び関係規定等に基づき、常に善良なる

管理者の注意をもって安全に対し、適切な管理を行うこととする。 

(2) 信用失墜行為の禁止 

   受託者及び業務従事者は、委託者の信用を失墜する行為をしてはならない。 

 

９ 受託者の業務管理 

(1) 業務責任者の資格 

業務責任者は、受託業務実施現場の管理運営に必要な知識・技能・資格及び経験を

有する者とする。 

 



 

(2) 業務責任者の選任 

受託者は、委託契約締結後、速やかに業務責任者を選任し、書面をもって委託者の

監督職員に届け出て承認を得るものとする。なお、業務責任者が交代した時も同様と

することとする。 

(3) 業務責任者の職務 

業務責任者は、常に委託者の担当職員と連絡を緊密に行い、業務担当者を指揮監督する

こととする。 

(4) 業務担当者の資格 

受託者は、業務の内容に応じて必要な知識・技能・資格を有する者を業務担当者

としなければならない。 

(5) 業務担当者の代替要員 

受託者は、業務担当者が不測の事態により勤務に就けない場合を考慮し、あらかじめ

代替要員を確保しておくものとする。 

(6) 制服・名札等の着用 

受託者は、各業務従事者にふさわしい制服を着用させるものとする。 

(7) 業務従事者への教育 

受託者は、その責任と負担において業務従事者に対して業務に必要な教育訓練・研修

等を実施するものとする。 

(8) 業務従事者の健康管理 

受託者は、業務従事者に健康診断を受診させ、その結果を委託者に報告しなくてはならない。 

(9) 労災保険の適用 

業務従事者に対する労働災害時の労働保険の適用は、受託者の負担とする。 

(10) その他 

受託者は、業務従事者に対して民法・労働基準法、その他法律・法令等に規定されて

いる事業主、使用者としての全面的な（業務に関する給与、労働条件、健康保険法、

労働災害補償等）責任を負うものとする。 

 

10 業務運用 

(1) 年間業務予定表及び月次業務実績表の提出 

受託者は、業務の実施に先立ち、業務を適正に実施するために必要な事項を記載した

年間業務予定表を委託者に提出し、委託者の承諾を得るとともに、当該予定表に基づく

月次業務実績表を委託者に提出しなければならない。なお、様式については、委託者と

協議のうえ、別に定める。 

(2) 業務完了報告書の提出 

 ① 受託者は、業務終了後直ちに業務実施状況を記載した業務完了報告書を委託者に

提出しなければならない。なお、様式については、委託者と協議のうえ、別に定める。 

② 受託者は、委託者が求めた時は、実施前・実施中・実施後の状況が明確に判断できる

ようなカラー写真の撮影を行い提出しなければならない。 

(3) 使用機材の承認 

受託者は、業務の実施に先立ち使用する機材等について、委託者に提示し承認を

得なければならない。 



 

(4) 使用機材の点検と管理 

受託者は、業務に使用する機材等について、常に適切に点検管理し、本業務遂行に

あたって支障のないよう注意しなければならない。 

(5) 発生材の処理 

業務の実施に伴い発生した廃棄物及びその他の不用品は、受託者の責任において搬出

処分する。 

(6) 軽微な変更への協力 

施設内のレイアウト変更により軽微な配線等の変更があった場合は、積極的に協力すること。 

(7) 水道、電気等の使用 

水道、電気等の使用については、必要最小限に止める。 

(8) その他の関連業務 

受託者は、関連業務として以下の業務を行うものとする。 

① 建物及び従物・諸設備の微小修繕・調査点検 

② 監督官庁検査時の連絡調整及び立ち会い 

③ 法令等に定められた諸報告及び定期報告書の作成 

 

11 負担区分 

(1) 委託者の負担 

本委託業務に必要な光熱水費については、委託者が負担することとする。 

(2) 受託者の負担 

     ① 点検に要する機械器具及び資材等は、受託者が負担することとする。 

     ② 簡単な処理（コンセント、スイッチ、パッキン等）は、受託者が負担する。 

     ③ 記録に係る用紙等は、受託者が負担することとする。 

 

12 損害予防処置等 

(1) 災害及び公害の防止 

業務の実施に伴う災害及び公害の防止は、関係法令等に従い適切に処置するとともに、

次の事項を守らなければならない。 

① 第三者及び委託者に危害・損害を及ぼしてはならない。 

② 公害の防止に努めなくてはならない。 

③ 善良な管理者の注意をもってしても、なお災害又は公害の発生の恐れがある場合 

処理については、委託者の担当職員と協議しなくてはならない。 

(2) 事故発生の処置 

受託者は、事故の早期発見及び予見に努め、各業務上、緊急と認められる時は、臨機

の措置を行う。また、事故の発生原因・経過及び事故による被害状況等について速やかに

委託者に報告しなければならない。 

 

13 損害賠償 

(1) 受託者又は業務従事者が本契約の条項に違反し、若しくは本業務に関して委託者の

信用を害し、あるいは業務中に委託者又は第三者に損害を与えたときは、受託者が損害

を賠償しなければならない。 



 

(2) 受託者は、業務従事者が本業務に関し、委託者の預託した鍵を紛失した場合鍵の変更

に伴う全ての修理実費及び鍵の紛失に起因する盗難等の事故による損害を補償するも

のとする。 

 

14 疑義の決定 

    本仕様書及び各業務仕様書に定めない事項で本委託業務に関する業務については、 

受託者として誠実に対処することとする。ただし、その内容に疑義のある場合は、委託者

と協議のうえ、決定するものとする。 

 

15 共通事項 

(1) 受託者は、受託業務上知り得た事項を他人に漏らしてはならない。 

(2) 受託者は、成果品等については事業団の承諾なしには、他のいかなる者に対して

もそれを閲覧に供し、複写させ、譲渡したり、又は提供してはならない。 

(3) 草加市との協定に基づき、受託者は、草加市環境マネジメントシステムの取組に

協力すること。 

(4) 草加市との協定に基づき、受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律

第 30号）及び別記個人情報取扱特記事項を遵守すること。また、業務上知り得た秘密を

漏らしてはならない。 

(5) 草加市との協定に基づき、草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例

（平成 19 年条例第 16 号）第 6 条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要 

綱（平成 8 年告示第 155 号）第 9 条の規定に基づき、次の事項を遵守すること 

① 受託者又は受託者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為

による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、事業団に

報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

   ② 受託者は、事業団及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じる 

こと。 

(6) 草加市との協定に基づき、受託者は草加市公契約基本条例（平成 26年条例第 21号）

第 12 条の規定に基づき、市長が定める賃金の基準額以上の賃金を労働者に支払わな

ければならないことを勘案し、見積もりを作成すること。 

 

16 問合せ先 

草加市障害者グループホームひまわりの郷 担当：中村 

   電話 ０４８(９３２)７１６１ 

 又は 

社会福祉法人草加市社会福祉事業団事務局 担当：櫻井 

電話 ０４８(９３０)０３１１ 

    

 

 

 



 

自家用電気工作物保守点検仕様書 

 

１ 業務内容 

   需要設備 

     受電電圧 ３φ３Ｗ ６,６００Ｖ 

     設備容量 電灯用変圧器 １００ＫＶＡ 

          動力用変圧器  ３０ＫＶＡ 

          進相コンデンサ １６Ｋｖａｒ 

 

２ 点検方法 

   技術員を派遣し、保安規定に規定している電気設備の点検・測定・試験を行う。 

 

３ 点検回数 

(1) 月次点検 月６回（偶数月） 

(2) 年次点検 年１回 

 

４ 事故報告 

   各設備に異常を発見したときには、速やかに適切な処理を行い、委託者に報告すること。 

 

５ 点検記録の提出 

   点検事項は、点検報告書に記載し、その都度報告する。 

 

６ 支払方法 

   業務完了払（年６回払） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

消防設備保守点検仕様書 

 

１ 業務内容 

(1) 自動火災報知設備保守点検 

(2) 消防機関へ通報する火災報知設備保守点検 

  (3) 消火器具設備保守点検 

  (4) 誘導灯設備保守点検 

(5) 消火ポンプユニット併設方式自動消火設備保守点検（Ａ棟及びＢ棟） 

  (6) パッケージ型自動消火設備保守点検（Ｃ棟） 

  (7) 避難設備保守点検 

 

２ 点検方法 

   保守点検有資格者（第１種及び第２種）により、法の規定に基づき機能を適正に保守し、

非常火災時の対応に万全を期すものとする。 

 

３ 点検回数 

(1) 外観および機能点検（機器点検）・・・・年１回 

  (2) 機器点検および総合点検・・・・・・・・年１回  

（3）故障時の臨時点検は、その都度行うものとする。 

 

４ 事故報告 

   各設備に異常を発見したときには、速やかに適切な処理を行い、委託者に報告すること。 

 

５ 点検記録の提出 

   点検事項は、法に定められた点検報告書に記載し、その都度報告する。 

 

６ 支払方法 

   業務完了払（年２回払） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

空調設備保守点検仕様書 

 

１ 業務内容 

(1) パッケージエアコン（室外機含む）保守点検業務   ２７台 

(2) 全熱交換器保守点検業務              １２台 

  (3) 天井扇（レンジフードファン６台含む）保守点検業務 ４３台 

  (4) 給排気グリル保守点検業務             １９個 

(5) 暖房乾燥換気扇保守点検業務             ９台 

  (6) ルームエアコン                   ６台 

                                             （A.B.C 棟各２台） 

２ 点検方法 

   技術員を派遣し、設備の運転状況を確認し、機器等をあらかじめ確認し作業を行うこと。 

 

３ 点検回数 

   各機器点検 年１回 

(1) 各空調機フィルター清掃 年１回 

(2) 各換気扇フィルター清掃 年１回 

 

４ 事故報告 

   各設備に異常を発見したときには、速やかに適切な処理を行い、委託者に報告すること。 

 

５ 点検記録の提出 

   点検事項は、点検報告書に記載し、その都度報告する。 

       

６ 支払方法 

   業務完了払（年１回払） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ガス給湯器保守点検仕様書 

 

１ 業務内容 

(1) ガス給湯器保守点検業務 １９台 

(2) ガス給湯器集合装置保守点検業務 ４台 

 

２ 点検方法 

   技術員を派遣し、設備の運転状況を確認し、機器等をあらかじめ確認し作業を行うこと。 

 

３ 点検回数 

   各機器点検 年１回 

 

４ 事故報告 

   各設備に異常を発見したときには、速やかに適切な処理を行い、委託者に報告すること。 

 

５ 点検記録の提出 

   点検事項は、点検報告書に記載し、その都度報告する。 

       

６ 支払方法 

   業務完了払（年１回払） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

自動ドア保守点検仕様書 

 

１ 業務内容 

自動ドア保守点検業務 ５台 

 

２ 点検方法 

   技術員を派遣し、設備の運転状況を確認し、機器等をあらかじめ確認し作業を行うこと。 

 

３ 点検回数 

   機器点検 年１回 

 

４ 事故報告 

   各設備に異常を発見したときには、速やかに適切な処理を行い、委託者に報告すること。 

 

５ 点検記録の提出 

   点検事項は、点検報告書に記載し、その都度報告する。 

       

６ 支払方法 

   業務完了払（年１回払） 


